
日 立 市 青 色 防 犯 回 転 灯 設 置 費 補 助 金 交 付 要 綱  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  日 立 市 生 活 安 全 条 例 （ 平 成 1 5 年 日 立 市 条 例 第 3 2 号 ）第

4 条 の 規 程 に よ り 、 市 民 等 が 行 う 安 全 ・ 安 心 な ま ち づ く り に 関

す る 自 主 的 な 活 動 を 支 援 す る た め 、 青 色 回 転 灯 を 装 備 す る 自 動

車 を 用 い た 自 主 防 犯 パ ト ロ ー ル （ 以 下 「 青 色 防 犯 パ ト ロ ー ル 」

と い う 。） を 行 う 団 体 に 対 し て 補 助 金 を 交 付 す る こ と に つ い て 、

日 立 市 補 助 金 交 付 金 等 交 付 規 則（ 昭 和 4 5 年 日 立 市 規 則 第 4 2 号 。

以 下「 規 則 」と い う 。）に 定 め る も の の ほ か 、必 要 な 事 項 を 定 め

る も の と す る 。  

（ 補 助 対 象 事 業 ）  

第 ２ 条  こ の 補 助 金 は 、 青 色 防 犯 パ ト ロ ー ル を 行 う 団 体 が 、 青 色

防 犯 パ ト ロ ー ル に 使 用 す る 自 動 車 に 青 色 回 転 灯 を 設 置 す る 事 業

で あ っ て 、次 に 掲 げ る 要 件 を 備 え る も の（ 以 下「 補 助 対 象 事 業 」

と い う 。） を 交 付 の 対 象 と す る 。  

（ 1） 青 色 防 犯 パ ト ロ ー ル を 行 う 団 体 と し て 、 市 長 か ら 青 色 防 犯

パ ト ロ ー ル の 実 施 に 関 す る 委 嘱 を 受 け て い る も の で あ る こ と 。 

（ 2） 前 項 の 委 嘱 状 が 取 り 消 さ れ て い な い こ と  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 に 掲 げ る 事 業 は 、 こ の 補 助 金 の

交 付 の 対 象 と し な い 。  

（ 1） 国 、 県 、 市 町 村 又 は 公 益 事 業 を 行 う 団 体 か ら 他 の 補 助 金 等

の 交 付 を 受 け 、 若 し く は 受 け る こ と と し て い る 事 業  

（ 2） こ の 補 助 金 の 交 付 を 受 け て 設 置 し た 青 色 回 転 灯 に つ い て 更

新 を 行 う 事 業  

（ 補 助 金 の 額 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 額 は 、 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 同 表

の 中 欄 に 掲 げ る 助 成 率 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 千 円 未 満 の 端



数 が あ る と き は 、 当 該 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） と し 、 そ の 限 度 額

は 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 額 と す る 。  

区   分  助 成 率  助 成 限 度 額  

青 色 回 転 灯 購 入 に 要 す る 経 費  ２ ／ ３  ２ ０ ， ０ ０ ０ 円  

青 色 回 転 灯 設 置 に 要 す る 経 費

（ 装 着 の た め に 必 要 な 周 辺 機

器 の 購 入 及 び 工 賃 を 含 む 。）  

２ ／ ３  １ ０ ， ０ ０ ０ 円  

（ 交 付 の 上 限 ）  

第 ４ 条  一 の 団 体 が こ の 補 助 金 の 交 付 を 受 け て 行 う こ と が で き る

補 助 対 象 事 業 は 、 自 動 車 ５ 台 分 を 上 限 と す る 。  

（ 交 付 の 申 請 ）  

第 ５ 条  規 則 第 4 条 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 交 付 の 申 請 は 、 日 立 市

青 色 防 犯 回 転 灯 設 置 費 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 、 関

係 書 類 を 添 付 し て 行 う も の と す る 。  

（ 決 定 の 通 知 ）  

第 ６ 条  規 則 第 ５ 条 の ２ の 規 定 に よ る 補 助 金 の 交 付 の 決 定 は 、 日

立 市 青 色 防 犯 回 転 灯 設 置 費 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書（ 様 式 第 ２ 号 ）

に よ り 行 う も の と す る 。  

 （ 申 請 の 変 更 及 び 中 止 ）  

第 ７ 条  規 則 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 変 更 及 び 中 止 の 申 請 は 、

日 立 市 青 色 防 犯 回 転 灯 設 置 費 補 助 金 交 付 変 更 ・ 中 止 申 請 書 （ 様

式 第 ３ 号 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

 （ 変 更 決 定 の 通 知 ）  

第 ８ 条  規 則 第 ６ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 変 更 決 定 の 通 知 は 、 日 立

市 青 色 防 犯 回 転 灯 設 置 費 補 助 金 交 付 決 定 変 更 通 知 書 （ 様 式 第 ４

号 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

 



 （ 実 績 報 告 及 び 補 助 金 の 請 求 ）  

第 ９ 条  規 則 第 ６ 条 の ２ の 規 定 に よ る 実 績 報 告 及 び 規 則 第 ８ 条 の

規 定 に よ る 補 助 金 の 交 付 請 求 は 、 日 立 市 青 色 防 犯 回 転 灯 設 置 費

補 助 実 績 報 告 書 兼 請 求 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） に 、 関 係 書 類 を 添 付 し

て 行 う も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ０ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別

に 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

  


